
協議第１０号 
 
   一般職の職員の身分の取扱いについて 
 
 一般職の職員の身分の取扱いについて承認を求める。 
 
  平成２１年 ３月３１日 提出 

 
熊本市・植木町合併協議会会長 幸 山 政 史 

 
 

一般職の職員の身分の取扱いについて 

 

 

一般職の職員の身分の取扱いについて、合併時に在職する植木町の一

般職の職員（教育長を除く）は、市町村の合併の特例等に関する法律第

１２条により、全て新市の職員として引き継ぐ。 

職員関係の制度については、熊本市の制度に統一する。 

職員の職位、給与等の処遇については、公正に取り扱うものとし、人

事管理、給与の適正化の観点から調整し、合併時に統一を図る。 

 

 
平成２１年 ４月２０日    原案承認 ・ 修正承認 ・ 継続審議 



協議番号 協　　議　　項　　目 部会名 提　案 承認・継続 備　考

一般職の職員の身分の取扱い

1 職員任用・給与 総務部会 第５回

一般職の職員の身分の取扱い

1 給料等の支給方法 総務部会 事務局

2 共済組合 総務部会 事務局

3 職員勧奨退職 総務部会 事務局

4 職員研修 総務部会 事務局

5 職員団体 総務部会 事務局

6 職員定数 総務部会 事務局

7 職員の被服貸与 総務部会 事務局

8 職員の分限・懲戒 総務部会 事務局

9 税務手当 総務部会 事務局

10 退職手当 総務部会 事務局

11 服務規程 総務部会 事務局

12 扶養・住居・通勤の認定 総務部会 事務局

13 安全衛生 総務部会 事務局

14 健康保険組合 総務部会 事務局

15 福利厚生 総務部会 事務局

合併協議協議項目一覧（１０　一般職の職員の身分の取扱い）
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熊本市・植木町合併協議会 

事務事業調査票 
作業部会名：   総務部会     

協議項目 一般職の職員の身分の取扱い 小項目名 １ 職員任用・給与 

 

協 議 内 容 給与制度等の相違に関する協議 

合併協議会 
協 議 結 果 

（調 整 方 針） 

合併時に在職する植木町の一般職の職員（教育長を除く）は、市町村の合併の特例等に関する法

律第１２条により、全て新市の職員として引き継ぐ。 

職員関係の制度については、熊本市の制度に統一する。 

職員の職位、給与等の処遇については、公正に取り扱うものとし、人事管理、給与の適正化の観

点から調整し、合併時に統一を図る。 

制  度  比  較 

 熊 本 市 植 木 町 

市

町

別

内

容 

 

別紙 

 

別紙 

相
違
点
と
課
題 
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（別紙）両市町の現況 

１．職員定数・職員数・平均年齢・平均給料月額 

現    況 

区   分 熊 本 市 植木町 

条例職員定数 ６，８００人 ３９５人 

職 員 数 ６，１５５人 ３６０人 

行 政 職 ２，４６１人 １６１人 

税 務 職 ２４８人 １８人 

薬剤師・医療技術職 １６７人 １５人 

看護・保健職         ５１３人      ７４人 

福 祉 職         １７９人    ２６人 

技能労務職 ９５４人 ５６人 

消 防 職 ６２５人 － 

医 療 職 ９０人 ９人 

教 育 職 ２０９人 １人 

内 

訳 

企 業 職 ７０９人 － 

平 均 年 齢 ４３歳０月 ４１歳９月 

平均給料月額 ３５３，０００円 ３１５，１００円 

※「平成１９年地方公務員給与実態調査」より 

 

２．級別標準職務分類（行政職関係） 

○熊本市 

１級 主事補、技師補の職務及びこれに相当する職務 

２級 主事、技師の職務及びこれに相当する職務 

３級 
①係長の職務及びこれに相当する職務 

②主任主事、主任技師の職務及びこれに相当する職務 

４級 
①困難な業務を行う係長の職務及びこれに相当する職務 

②困難な業務を行う主任主事、主任技師の職務及びこれに相当する職務 

５級 

①課長補佐の職務及びこれに相当する職務 

②特に困難な業務を行う係長の職務及びこれに相当する職務 

③特に困難な業務を行う主任主事、主任技師の職務及びこれに相当する職務 

６級 課長の職務及びこれに相当する職務 

７級 部長職務及びこれに相当する職務 

一

般

職

の

級

別

分

類 

８級 局長の職務及びこれに相当する職務 
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○植木町 

１級 主事補、定型的な業務を行う主事及びこれに相当する職務 

２級 
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及びこれに相当

する職務 

３級 主査の職務及びこれに相当する職務 

４級 
班長の職務及びこれに相当する職務 

参事の職務及びこれに相当する職務 

５級 

課長補佐の職務及びこれに相当する職務 

主幹の職務 

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う班長の職務及びこれ

に相当する職務 

困難な業務を処理する参事の職務及びこれに相当する職務 

６級 
課長の職務及びこれに相当する職務 

首席審議員、審議員の職務 

一

般

職

の

級

別

分

類 

７級 重要な業務を所掌する課長の職務 

 

３．初任給基準 

 熊本市 植木町 

初任給（高校卒） 
１級１３号給 

１４３，４００円 

１級５号給 

１４０，１００円 

 

４．給料表 

 熊本市 植木町 

給料表(行政職) ８級制 ７級制 
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